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第 14 期  貸 借 対 照 表 

（2023 年３月 31 日現在） 

 

（単位：百万円）

金 額 金 額

14,656,913 13,534,080 

1,524,872  3,889,371  

692,710    商 品 有 価 証 券 等 2,987,797  

4,706,496  デ リ バ テ ィ ブ 取 引 901,574    

商 品 有 価 証 券 等 3,699,558  368,814    

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 1,006,938  198,200    

130,968    信 用 取 引 借 入 金 1,334      

信 用 取 引 貸 付 金 120,058    信 用 取 引 貸 証 券受 入金 196,865    

信 用 取 引 借 証 券担 保金 10,909     5,308,804  

6,963,421  有価証券貸借取引受入金 1,083,177  

借 入 有 価 証 券 担 保 金 3,964,197  現 先 取 引 借 入 金 4,225,626  

現 先 取 引 貸 付 金 2,999,224  523,365    

453,937    202,569    

5,037      2,482,200  

30,498     50,000     

148,971    352,000    

2　△      100,936    

336,304    12,988     

22,897     18,506     

13,899     153        

1,333      23,241     

5,681      302        

1,982      2,625      

17,700     609,237    

1          392,605    

14,509     201,150    

3,189      3,212      

295,707    7,523      

111,610    2,675      

120,101    2,070      

44,938     3,902      

14,212     3,902      

4,481      14,147,220 

1,708      

1,346　△  808,528    

10,000     

457,714    

457,714    

340,814    

2,500      

338,314    

繰 越 利 益 剰 余 金 338,314    

37,469     

37,469     

845,997    

14,993,217 14,993,217 

信 用 取 引 資 産

有 価 証 券 担 保 貸 付 金

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債

長 期 差 入 保 証 金

短 期 借 入 金

受 入 保 証 金

資 産 除 去 債 務

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

社 債

短 期 差 入 保 証 金

前 払 費 用

投 資 そ の 他 の 資 産

貸 倒 引 当 金

そ の 他

長 期 前 払 費 用

科 目 科 目

流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

（資産の部） （負債の部）

そ の 他

預 託 金

ト レ ー デ ィ ン グ 商 品

流 動 負 債

ト レ ー デ ィ ン グ 商 品現 金 ・ 預 金

未 収 収 益 １年内返済予定の長期借入金

そ の 他 利 益 剰 余 金

特 別 法 上 の 準 備 金

金融商品取引責任準 備金

利 益 剰 余 金

そ の 他

負 債 合 計

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金

株 主 資 本

（純資産の部）

資 本 金

利 益 準 備 金

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

純 資 産 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

長 期 借 入 金

信 用 取 引 負 債

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

資 産 除 去 債 務

賞 与 引 当 金

コマーシャル・ペー パー

固 定 負 債

約 定 見 返 勘 定

有 価 証 券 担 保 借 入 金

預 り 金

長 期 貸 付 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

器 具 ・ 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

建 物

商 標 権

リ ー ス 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア
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第 14 期  損 益 計 算 書 

（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日） 

 

 

 

（単位：百万円）

262,888     

受 入 手 数 料 150,363     

ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 62,737      

金 融 収 益 49,787      

49,447      

213,440     

255,535     

取 引 関 係 費 29,271      

人 件 費 107,743     

不 動 産 関 係 費 18,930      

事 務 費 64,671      

減 価 償 却 費 8,910       

租 税 公 課 4,723       

そ の 他 21,283      

42,094△    

4,981       

1,229       

38,342△    

3,451       

固 定 資 産 売 却 益 645         

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,827       

関 係 会 社 株 式 売 却 益 978         

金融商品取引責任準備金戻入 0           

14,856      

減 損 損 失 5,704       

投 資 有 価 証 券 売 却 損 107         

投 資 有 価 証 券 等 評 価 損 297         

相 場 操 縦 事 案 によ る罰 金等 5,777       

海 外 拠 点 関 連 損 失 2,968       

49,746△    

15,633△    

1,799△     

32,314△    

金 額

特 別 損 失

営 業 収 益

金 融 費 用

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費

特 別 利 益

純 営 業 収 益

営 業 損 失

経 常 損 失

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

当 期 純 損 失

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

税 引 前 当 期 純 損 失

科 目
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第 14 期  株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日） 

 

（単位：百万円）

当期首残高 10,000       457,714      2,500        370,628      840,842      39,429       880,272      

当期変動額

当期純損失 32,314　△  32,314　△  32,314　△  

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,960 △    1,960 △    

当期変動額合計 -           -           -           32,314　△  32,314　△  1,960 △    34,275　△  

当期末残高 10,000       457,714      2,500        338,314      808,528      37,469       845,997      

評価・換

算差額等

その他有

価証券評
価差額金

株主資本
合計

純資産

合計その他利

益剰余金資本金 その他資
本剰余金

資本剰余金

繰越利益
剰余金

株主資本

利益剰余金

利益準備金
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個  別  注  記  表 

 

 当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成 18 年法務省令第 13 号）の規定のほか、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」

（昭和 49 年 11 月 14 日付日本証券業協会自主規制規則）に基づいて作成しております。 

 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 

 

１. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) トレーディング商品 

 トレーディング商品に属する有価証券等およびデリバティブ取引等については、時価法を採用

しております。 

なお、デリバティブ取引等については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関し

て、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び

金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 

(2) 子会社株式および関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

(3) その他有価証券 

① 市場価格のない株式等以外のもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額としております。なお、移動平均

法による取得原価との評価差額は、全部純資産直入法によっております。 

② 市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。 

 

２. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法を採用しております。ただし、1998年４月 1 日以降に取得した建物および 2016

年４月１日以後に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産および長期前払費用 

 定額法を採用しております。なお、ソフトウェアの耐用年数は社内における利用可能期間（５

年）、商標権およびのれんについては 20 年以内の期間としております。 

(3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
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３. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 役員および従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

 年金受給権者等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に一括して費用処理しております。 

 

４. 収益及び費用の計上基準 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び「収益認識に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）を適用しており、約束

したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で

収益を認識しております。当社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）については、[収益認識に関す

る注記]に記載のとおりであります。 

 

５. 特別法上の準備金の計上基準 

特別法上の準備金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、「金融

商品取引法」（昭和 23 年法律第 25 号）第 46 条の５第１項および「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）第 175 条の規定に定めるところにより算定した額を計上してお

ります。 

 

６. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

グループ通算制度の適用 

当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算制度を適

用しております。 
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[会計方針の変更に関する注記] 

 

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更） 

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17

日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計

基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める

新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該適用指針の適用に伴

う、当社の計算書類等への影響はありません。 

 

 

[会計上の見積りに関する注記] 

 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年

度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。 

１．レベル３に分類されるトレーディング商品の時価評価 

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額 

「[金融商品に関する注記] ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」 

に記載しております。 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算定方法 

「[金融商品に関する注記]（注 1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明」に

記載しております。 

② 主要な仮定 

「[金融商品に関する注記]（注 1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明」に

記載しております。 

      ③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

市場環境の変化等による主要な仮定の変化が、トレーディング商品の評価額に重要な 

影響を及ぼす可能性があります。 
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[貸借対照表に関する注記] 

 

１. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

デリバティブ取引および資金決済等の取引に係る担保として、以下のものを差し入れています。 

トレーディング商品 205,373 百万円 

（注１）資産の額は貸借対照表計上額によっております。 

（注２）上記のほか、借入有価証券等 384,342 百万円を担保として差し入れております。 

 

２. 差入有価証券等  

(1) 差し入れている有価証券 

信用取引貸証券   200,492 百万円 

信用取引借入金の本担保証券   1,331 百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券   1,329,666 百万円 

現先取引で売却した有価証券   4,225,923 百万円 

（注）担保に供している有価証券（上記「１．担保に供している資産及び担保に係る債務」のト

レーディング商品および借入有価証券等）を除いております。 

 

(2) 受け入れた有価証券 

信用取引借証券   10,777 百万円 

信用取引貸付金の本担保証券  114,793 百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券   4,726,851 百万円 

現先取引で買い付けた有価証券   2,998,545 百万円 

その他担保として受け入れた有価証券   86,178 百万円 

 

３. 有形固定資産の減価償却累計額 26,292 百万円 

 

４. 保証債務の内容及び金額 

（単位：百万円） 

 被  保  証  者  保証金額 被保証債務の内容 

 当 社 従 業 員  937 住宅融資制度に伴う金融機関借入金 

 S M B C  N i k k o  S e c u r i t i e s   

( S i n g a p o r e )  P t e .  L t d .  

 
4,527  

シンガポール通貨庁に対するシンガポール

拠点の債務保証 

 

５. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権        95,434 百万円 

短期金銭債務   1,572,593 百万円 

長期金銭債務                        20 百万円 
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[損益計算書に関する注記] 

 

１．関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

営業収益 6,555 百万円 

営業費用 89,102 百万円 

営業取引以外の取引による取引高  911 百万円 

 

２．減損損失 

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

用途 場所 種類 
減損損失額 

（百万円） 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部門事業用資産 

- のれん 4,119 

首都圏 ソフトウェア 1,016 

首都圏 その他 31 

小計 5,167 

遊休資産 

中部 土地 3 

首都圏他 建物 533 

小計 537 

合計 5,704 

当社の資産グルーピングは、管理会計の事業部門収支における部門をキャッシュ・フローを生

み出す最小単位として行っております。ただし、遊休資産については、個別物件単位でグルーピ

ングを行っております。 

グローバル・インベストメント・バンキング部門事業用資産については、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 5,167 百

万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を割引率 5.1%で割り引いて算定しております。 

遊休資産については、処分の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額 537 百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

遊休資産のうち売却予定の資産の回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、不動産

鑑定評価基準に準拠した評価額から処分費用見込額を控除する等により算定しております。その

他の遊休資産の回収可能価額は使用価値を零としております。 
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３．相場操縦事案による罰金等 

当事業年度における相場操縦事案による罰金等は、金融商品取引法違反により科された罰金及

び追徴金並びに株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所及び日本証券業協会から賦

課された過怠金を計上しております。 

 

４．海外拠点関連損失 

当事業年度における海外拠点関連損失は、中国における証券現地法人設立準備に関し、相場操

縦事案を踏まえた中止判断に伴う撤収等に関する費用となります。 

 

 

[株主資本等変動計算書に関する注記] 

 

発行済株式に関する事項 

普通株式 200,001 株 

 

 

[税効果会計に関する注記]  

 

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、

その他有価証券評価差額等であります。 

 

 

[金融商品に関する注記]  

 

１. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、お客様のさまざまな資産運用・資金調達ニーズに応えるべく、有価証券の売買、引受

け等を中核とする営業活動を営んでおり、様々な金融商品を保有しております。また、これらの

業務を行うにあたり、コール、CP、ミディアム・ターム・ノート、仕組みローン等の短期・長期

調達手段を分散することで安定的な資金調達を実施しております。 

当社では、保有する金融商品のポジションに関するリスク管理は極めて重要であると認識して

おり、財務の健全性維持・向上のため、リスクの所在及びリスクの種類・特性を明確にし、各種

リスクの測定、モニタリング及び管理等により、適正なリスク管理態勢を整備しております。 

 

(2) 金融商品の内容およびそのリスク 

当社のトレーディング業務において保有する主な金融商品は、株式や債券等の現物取引、取引

所デリバティブ取引（株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引およびこれらのオプショ

ン取引等）、および店頭デリバティブ取引（金利および通貨スワップ、先物外国為替取引、選択



 

 - 10 - 

権付債券売買取引およびこれらのオプション取引等）であり、顧客需要への対応やマーケットメ

ーク業務、保有金融商品のヘッジ等からポジションが発生しております。 

これらの金融商品は、金利・為替・株価等の市場リスク、取引先・発行体の信用リスク、取引

の執行にかかる流動性リスクに晒されております。 

トレーディング業務以外で保有する金融商品は、事業推進目的で保有している株式等の投資有

価証券であり、これらは価格変動リスクおよび発行体の信用リスク等に晒されております。 

レポ取引やコールマネー等は、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなり必要な資金確

保が困難になるなどの資金流動性リスクに晒されております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

当社では「リスク管理規程」においてリスク管理の基本方針および想定するリスクを決定し、

具体的な管理方法・手法については個別規程において定めております。また、当社では取締役社

長が議長を務め、経営会議構成員を中心に構成されるリスクマネジメント会議をリスク管理の

具体的な実効性確保のための体制の中心としており、リスクマネジメント会議にて定期的にリ

スク管理に関する対応方針の協議、決定を行っております。 

 

① 統合的なリスク管理 

当社は、下記（ア）・（イ）・（ウ）・（エ）の管理方法を活用し、各リスクカテゴリーを総体

的に捉えたうえ認識・計量・分析し、必要な対応を行うことにより統合的なリスクを管理し

ております。 

(ア) リスク資本管理 

リスクカテゴリー横断的に独自の基準で算定したリスク量（以下、「リスク資本」）を

用いてリスクの総量を経営として許容できる水準にコントロールする態勢を構築し、

リスク資本管理をしております。リスク資本の内訳として、市場リスク資本、信用リス

ク資本、投資有価証券リスク資本、オペレーショナルリスク資本を算定、その合計額に

対してリスク資本枠を設定し、当社の自己資本額対比で許容可能な水準に収まるよう

管理しております。リスク資本の状況については、日次でリスク資本枠の遵守状況をモ

ニタリングし、リスクマネジメント会議構成員に報告を行っております。 

 

(イ) RAF（Risk Appetite Framework） 

収益拡大のためテイク或いは許容するリスクの種類および量を明確にし、適切に管

理、コントロールすることで、当社の健全性を維持しながら収益性の向上が図れるよう

な体制の整備と実践に取り組んでいます。 

 

(ウ) トップリスク管理 

顕在化した際に当社への影響が大きいリスク事象をトップリスクとして選定し、経営

レベルでリスク管理体制の十分性または必要性ならびに資本の十分性を検討する体制

を整備することにより、経営の安定性と健全性の確保に取り組んでいます。 
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(エ) リスクレジスター 

リスク管理担当部署とのコミュニケーションを通じて、施策・業務に内在する主要リ

スクを特定し、コントロール策の十分性検証や残余リスクの把握を行ったうえで、業

務計画への反映や業務改善を行っています。これにより、全社的なリスク認識やその

コントロール策についてPDCAサイクルの強化およびリスクオーナーシップの認識の強

化に取り組んでいます。 

 

② 市場リスク 

当社は、リスク資本やトレーディング業務の運用方針等を勘案し、市場リスク資本枠、市場

バリュー・アット・リスク（VaR）限度枠、ポジション限度枠、損失ガイドライン等を設定し市

場リスクを管理しております。市場リスクに関する重要な事項はリスクマネジメント会議で協

議決定され、市場リスクの状況についてはリスク管理部が日々モニタリングするとともに定期

的にリスクマネジメント会議構成員に報告を行っております。 

 

＜市場リスクに係る定量的情報＞ 

当社では様々な市場のリスク・ファクターに跨る市場リスクの総量を定量的に把握する

ために市場 VaR による管理を行っております。算定にあたってはヒストリカル・シミュレ

ーション法（保有期間：１日、信頼水準 99%、観測期間：３年）を採用しており、市場 VaR

と損益を比較するバックテスティングの定期的な実施により有効性を確認しております。 

ただし市場 VaR は過去の相場変動を前提に統計的に算定した市場リスク量であるため、

前提条件が満たされない相場状況下におけるリスクを捕捉できない場合があります。 

 

(ア) トレーディング目的の金融商品 

2023 年３月 31 日現在でのトレーディング業務に係る市場 VaR は 18 億円となってお

ります。 

 

(イ) トレーディング目的以外の金融商品 

トレーディング目的以外で保有する有価証券は主に投資有価証券であり、2023 年３

月 31 日現在での投資有価証券（上場株式）に係る市場 VaR は 25 億円となっておりま

す。 

 

③ 信用リスク 

当社は、リスク資本やトレーディング業務の運用方針等を勘案し、下記(ア)・(イ)を行って

おります。 

(ア) 与信管理 

取引先の与信審査、社内格付の付与、与信限度額の設定、モニタリング、担保の徴求

および問題債権への対応等与信管理に関する体制を整備し運営しております。なお、与

信残高については、日次でモニタリングを行っており、与信先の信用状態については、経

常的および決算時のモニタリングにより把握しております。 
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(イ) 信用リスク全体管理 

信用リスク全体については、信用リスク資本枠、信用バリュー・アット・リスク（VaR）

限度枠等を設定し管理しております。信用リスクに関する重要な事項は、リスクマネジメ

ント会議で協議決定され、信用リスクの状況については定期的にリスクマネジメント会議

構成員に報告を行っております。 

 

④ 資金流動性リスクの管理 

当社は、トレーディング業務の運用方針等を勘案し、資金ギャップ枠、資金ポジション枠等

を設定し資金流動性リスクを管理しており、当該リスク顕在化時およびその虞がある場合に備

え、コンティンジェンシープランを策定しております。また、資金流動性リスクの状況につい

ては、定期的にリスクマネジメント会議構成員に報告を行っております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なった条件等で算

定された場合には、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2023 年３月 31 日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額

については、以下のとおりです。なお、市場価格のない株式（貸借対照表計上額 133,661 百万円）

および組合出資金（貸借対照表計上額 13,499 百万円）は、次表には含めておりません。また、現

金は注記を省略しており、預金、預託金、約定見返勘定、信用取引資産、信用取引負債、有価証券

担保貸付金、有価証券担保借入金、預り金、短期差入保証金、受入保証金、短期借入金、コマーシ

ャル・ペーパー、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

 
貸借対照表 

計 上 額 
時価 差額 

資産    

商品有価証券等 3,699,558 3,699,558 ― 

投資有価証券 84,551 84,551 ― 

長期貸付金 44,938 44,920 △17 

資産計 3,829,047 3,829,030 △17 

負債    

商品有価証券等 2,987,797 2,987,797 ― 

社債（１年内償還予定の社債を含む） 493,542 493,542 ― 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 251,150 251,150 ― 

負債計 3,732,489 3,732,489 ― 

デリバティブ取引 (*)    

ヘッジ会計が適用されていないもの 105,364 105,364 ― 

ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ― 

デリバティブ取引計 105,364 105,364 ― 

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価 

レベル２の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。 

 

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

資産     

商品有価証券等 3,458,121 226,315 15,121 3,699,558 

投資有価証券 84,266 284 ― 84,551 

資産計 3,542,388 226,599 15,121 3,784,109 

負債     

商品有価証券等 2,963,009 24,787 ― 2,987,797 

負債計 2,963,009 24,787 ― 2,987,797 

デリバティブ取引 (*)     

ヘッジ会計が適用されていないもの △12,270 63,144 54,490 105,364 

ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ― ― 

デリバティブ取引計 △12,270 63,144 54,490 105,364 

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

  

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

資産     

長期貸付金 ― ― 44,920 44,920 

資産計 ― ― 44,920 44,920 

負債     

社債（１年内償還予定の社債を含む） ― 493,542 ― 493,542 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） ― 251,150 ― 251,150 

負債計 ― 744,692 ― 744,692 
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（注１） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 

商品有価証券等 

トレーディング目的で保有する有価証券等については、原則として当事業年度の決算日の市場

価格をもって時価としております。活発な市場において取引されており、相場価格を取得できる場

合にはレベル１に分類しております。主な商品としては一部の国債、外国国債及び地方債、活発な

市場で取引されている株式等が含まれます。活発な市場で取引されていない場合には、レベル２に

分類しており、主な商品として、一部の国債、外国国債及び地方債ならびに社債、株式等が含まれ

ます。 

相場価格が入手できない場合に、金利やスプレッドのインプットを用いる等によって時価を算

定しております。 

有価証券の流動性が低い場合や、時価の算定に用いられる重要なインプットが観察できない場

合には、レベル３の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

取引所取引については、主に取引を行う取引所が定める清算指数等を時価としております。店頭

取引については、金利、外国為替相場、株価等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。 

また、店頭取引については、取引相手の信用リスクの評価額、ファンディング価値の評価額およ

び流動性リスクの評価額を時価に調整しております。 

レベル分類について、取引所取引については、主にレベル１として、店頭取引のうち観察可能イ

ンプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合については、レ

ベル２としております。また、重要な観察できないインプットを用いている場合については、レベ

ル３としております。重要な観察できないインプットとしては相関係数等が該当します。 

 

投資有価証券 

原則として当事業年度の決算日の市場価格をもって時価としております。活発な市場で取引さ

れている場合はレベル１に分類し、活発な市場で取引されていない場合には、レベル２に分類して

おります。 

 

長期貸付金 

長期貸付金については、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、また、貸付先の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は貸倒引当金控除後の帳簿価額と近似してい

ると考えられるため、当該価額を時価としております。なお、一部の長期貸付金については、約定

金利により算定した将来キャッシュ・フローの見積額を貸付先の信用状況を勘案したレートにて

割り引いた現在価値をもって時価としております。 

これらの取引については、レベル３の時価に分類しております。 

 

社債（１年内償還予定の社債を含む） 

社債については、変動金利で調達しており市場金利を短期間で反映し、また、当社の信用状態は

発行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳



 

 - 15 - 

簿価額によっております。 

これらの取引については、レベル２の時価に分類しております。 

 

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金については、変動金利で調達しており市場金利を短期間で反映し、また、当社の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、

当該帳簿価額によっております。 

これらの取引については、レベル２の時価に分類しております。 
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[関連当事者との取引に関する注記]  

 

１. 親会社 

  該当事項はありません。 

 

２. 子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等の 

所有（被所 

有）割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 

(注２) 
取引金額 科目 期末残高 

子会社 日興システムソ

リューションズ

株式会社 

所有： 

直接 100％ 

役務の受入 

役員の兼任 

システムの開

発と保守と運

用 

38,046 前払費用 3,348 

 未払金 335 

関連会社 SMBC Nikko 

Capital 

Markets 

Limited 

所有： 

直接

15.15％  

現先取引 

役員の兼任 

現先取引 

（注１） 

現先取引費用 

 

― 現先取引借入

金 

525,407 

7,174  

 

未払費用 872 

関連会社 SMBC Nikko 

Securities 

America, Inc. 

所有： 

直接 20％ 

現先取引 

役員の兼任 

現先取引 

（注１) 

― 現先取引借入

金 

1,040,589 

現先取引費用 

 

27,164 未払費用 

 

5,329 

(注１) 反復的かつ多額な市場性取引であるため、期末残高のみを記載しております。 

(注２) 取引条件および取引条件の決定方針等 

市場実勢等を勘案して取引条件を決定しております。 

 

３. 兄弟会社等 

（単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等の 

所有（被所 

有）割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 

（注１） 
取引金額 科目 期末残高 

親会社の

子会社 

株式会社 

三井住友銀行 

 

    ― 資金の借入 

役員の兼任 

資金の借入 

資金の返済 

利息の支払 

48,972,000 

49,632,000 

418 

短期借入金 

１年内返済予

定の長期借入

金 

長期借入金 

未払費用 

690,000 

50,000 

 

 

― 

30 

(注１) 取引条件および取引条件の決定方針等 

市場実勢等を勘案して取引条件を決定しております。 

 

４. 役員等 

該当事項はありません。 
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[１株当たり情報に関する注記] 

 

１. １株当たり純資産額 4,229,965 円 39 銭 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

純資産の部の合計額 845,997 百万円 

普通株式に係る純資産の部 845,997 百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 200 千株 

 

２. １株当たり当期純損失  161,571 円 79 銭 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

当期純損失 32,314 百万円 

普通株式に係る当期純損失 32,314 百万円 

普通株式の期中平均株式数 200 千株 

 

 

[収益認識に関する注記] 

 

（収益を理解するための基礎となる情報） 

当社の主要な事業における顧客との契約に基づく受入手数料の主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）については、以下のとおりであり

ます。 

 

委託手数料 

有価証券等の売買又はデリバティブ取引等の媒介、取次ぎ又は代理を履行する義務を負ってお

り、約定日（一時点）に収益を認識しております。 

 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

有価証券の引受け、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を履行する義務を負っております。

うち引受責任料及び事務幹事手数料相当額は条件決定日（一時点）に、販売手数料相当額は募集等

申込日（一時点）にそれぞれ収益を認識しております。 

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 

有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱いを履行する義務を負っており、募集等申込日（一時点）に収益を認識しております。 

 

その他受入手数料 

その他受入手数料に含まれる主な受入手数料については、以下のとおりであります。 

「代行手数料」： 投資信託に係る事務手続の代行を履行する義務を負っており、当該履行義務を



 

 - 18 - 

充足する一定の期間にわたり収益を認識しております。 

「ファンドラップ手数料」： 投資一任による資産運用サービスを履行する義務を負っており、当

該履行義務を充足する一定の期間にわたり収益を認識しております。 

「M&A に係る手数料」： M&A に係るアドバイザリーサービス等を履行する義務を負っており、サー

ビス提供完了時（一時点）に収益を認識しております。 

 

当事業年度における受入手数料の内訳については、以下のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

 金 額 

受入手数料  

委託手数料 26,529 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 17,547 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 17,117 

その他の受入手数料 89,170 

計 150,363 

 

 

[その他の注記] 

 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行） 

当社は、当事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴

い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制

度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12

日。以下、「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42 号第

32 項(１)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものと

みなしております。 

 

  


